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１．研究計画の概要 

 不揃いの建物が乱雑に建ち並ぶ建築空間
や、屋外広告物の氾濫など、日本の都市景観
は、欧米都市に比べ著しく劣後すると指摘さ
れて久しい。良好な都市景観の形成は、豊か
さが実感できる都市生活の実現のためのみ
ならず、観光等の産業振興・地域活性化のた
めにも、内政上重要な課題である。 

 こうした中、地域住民の景観意識も着実に
向上しつつあるが、景観悪化を巡る中高層マ
ンション建設紛争も多発するなど、土地利用
秩序の混乱はむしろ助長されている。景観利
益保護のため建物撤去を命じた国立マンシ
ョン訴訟第一審判決も、第二審判決（2004年
10月27日）によって全面的に覆されるなど、
判決自体が二転三転する中で、景観保全・改
善のメリット及びデメリットを客観的に判
断するうえでの判断基準の構築は喫緊の課
題である。 

 本研究は、景観法に基づく都市景観改善実
践の円滑な推進にも寄与するため、 

(1) 都市景観に関する法的規律の実証分析
を行うとともに、 

(2) 景観改善を目的とした地区計画策定に
よる費用・便益を計測する手法を開発し、 

(3) 産業振興・地域活性化に寄与する建築規
制及び地域財政制度に係る法制スキームを
構築する 
ものである。 
 
２．研究の進捗状況 
（１）建築の法的規律が都市景観に与える影
響の分析 

 国立マンション訴訟など、高層マンション
建設計画による景観悪化をめぐる紛争に関
する裁判記録、その他関連資料を収集・分析
し、相対立する権利の優劣を判断するうえで
有用なコースの定理を適用して、私法上の権
利として景観権を認めることの是非につい
て法と経済学的分析を行った。また違法建築
及び是正の実態把握を踏まえ、現行の建築規
制制度が有する規制及び是正手段の適切
性・実効性に関する問題点について、法と経
済学的分析を行った。 
（２）現行の地方財政制度が都市開発にもた
らす影響の分析 
 現行地方財政制度の枠組みを前提とした
場合に、都市開発による新規住民・事業所等
流入が、固定資産税・住民税・事業税等によ
る税収増と、教育・福祉費支出や道路・公園
等インフラ整備による財政支出増等、地方財
政収支に与える影響を定性的に分析した。 
（３）建物の形態・容積・景観が土地資産価
値に与える影響の測定 
 地価を立地条件、インフラ整備状況及び周
辺建物の形態・用途・容積・デザイン等によ
って予測する重回帰式を推計することによ
り、建築及びそれによる景観形成が周辺の土
地資産価値に与える影響を分析した。 
 地価を立地条件、インフラ整備状況及び周
辺建物の形態・用途・容積・デザイン等によ
って予測する重回帰式を推計することによ
り、建築及びそれによる景観形成が周辺の土
地資産価値に与える影響を分析した。具体的
には、高崎市の中心市街地２km四方の約 100
地点を対象として地価関数を推計したとこ
ろ、南側建物により天空遮蔽率が 10％増大す
ると地価が 8％下落すること、また昼間 12 時
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間騒音が 10dB 増大すると地価が 11％下落す
ることを示した。 
（４）都市景観改善・環境保全による費用・
便益及び地方財政に与える影響の推計手法
開発 
 （３）の成果を踏まえて標記手法を開発し、
高崎市内で３階建迄の建物が５棟立地した
面積 2,300m2 の地区が、地上 13 階のマンシ
ョン（１階部分は店舗・駐車場等）に建替え
られた事業を対象にケーススタディした。そ
の社会的便益・費用を、景観改善効果（電線
地中化）・悪化影響（天空遮蔽率の増大）、環
境負荷増大影響（発生集中交通による騒音増
大）を含めて事後的に推計したところ、便益
が 45.7 億円、費用が 27.2 億円であること、
事業の有無による税収支累計の差額は約
6,300 万円黒字であることを示した。 
（５）景観改善に資する法システムの制度設
計 
 以上の分析を通じて、建物の形態・容積・
用途に関する規制等いう建築基準法による
集団規定一般に関して、周囲の住環境・景
観・眺望やインフラ負荷に対して与える外部
経済・不経済の便益及び費用を金銭換算して
計測できること、その成果を利用すれば建物
の建蔽率の上限や斜線、床面積など代理指標
により規制する「仕様書規制」に替えて、影
響の大きさで制御する「性能規定」を導入す
ることが、建築行政の実務で導入することが
可能であり、効率的と考えられることを検証
した。 
 
３．現在までの達成度 

以上、当初予定した成果がほぼ３年間で得
られたため、継続研究における研究計画を拡
大して再構築し、現行「仕様書規定」による
外部性制御の精度を検証するともに、「性能
規定」に関する外部性を実証的に計測したう
えで、現実の建築行政に導入・活用方策に 
ついて検討することを目的として、科研費基
盤研究(B)。研究計画最終年度前年度の新規
研究課題として応募することとした。 
 
４．今後の研究の推進方策 
新規採択された基盤研究（B）・研究課題「経

済インセンティブを活用した建築規制手法
開発とその導入効果分析」として、引き続き
研究を進める。 
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